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変 更 理 由 

 

１ 港内の船舶航行の安全を図るため、箱崎ふ頭地区において、水域施設

計画を変更する。 

 

２ 親水性・回遊性の向上により、賑わい空間の創出を図るため、中央ふ

頭地区において、港湾環境整備施設計画及び土地利用計画を変更する。 
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港湾施設の規模及び配置に関する資料 

 

１ 水域施設計画 

港内の船舶航行の安全を図るため、航路を次のとおり計画する。 

 

１－１ 航路 

① 航路計画の必要性 

中央航路において、行き会い調整や船舶同士の衝突事故の懸念など航

行環境に課題が生じている。大型船舶と小型船舶の航路の分離により、

航行環境の安全を確保するため、小型船舶が航行する航路を設ける。 

 

② 今回計画する航路の規模                      

        今回計画する航路の規模の考え方は、次のとおりである。 

 

 

施設名 水深 幅員 区分 
水深の 

設定の考え方 

幅員の 

設定の考え方 

航路 2.5ｍ 30ｍ 新規計画 
20GT 級の小型船舶に

対応する。 

相互通行できるよう、

船長の1.5倍の 

航路幅を確保する。 

 

今回計画に伴い、船舶航行の安全を図るため、新たに防波堤（波除）

４８ｍを設置する。 

また、航路を確保するため、東防波堤４８ｍを撤去する。   

表１ 今回計画する航路の規模 
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図１－１ 港湾計画図（今回計画） 

図１－２ 港湾計画図（既定計画） 

今回計画 

航路 30ｍ 
防波堤（波徐） 新設 48ｍ 
東防波堤 撤去 48ｍ 

既定計画 
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 港湾の環境の整備及び保全に関する資料 

 

１ 港湾環境整備施設計画 

  親水性・回遊性の向上を図るため、緑地を次のとおり変更する。 

 

 

地区名 名称 変更前 変更後 用途区分 配置の考え方 

中央ふ頭 
ぴあトピア緑地 

ぴあトピア緑道 
1.6ha 2.2ha 修景 

ウォーターフロント地

区の再整備に併せ、親水

性・回遊性の向上によ

り、賑わい空間の創出を

図る。 

 

 

 

地区名 名称 変更前 変更後 用途区分 

中央ふ頭 

ぴあトピア緑地 

ぴあトピア緑道 
1.6ha 2.2ha 修景 

先端緑地 1.0ha 1.0ha 修景・防災 

合計 － 2.6ha 3.2ha － 

表１－１ 今回計画する緑地の考え方 

表１－２ 中央ふ頭地区の港湾環境整備施設計画（緑地） 
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図１－１ 港湾計画図（今回計画） 

図１－２ 港湾計画図（既定計画） 

既定計画 

緑地 1.0ha 

緑地 1.6ha 

今回計画 

緑地 1.0ha 

緑地 1.6ha 

緑地 0.6ha 
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 土地造成及び土地利用計画に関する資料 

 

港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携する質

の高い港湾空間の形成を図るため、土地利用計画を次のとおり変更する。 

 

１ 土地利用計画 

 

（単位：ha） 

地区名 
変更前 変更後 

変更理由 
土地利用 面積 土地利用 面積 

中央ふ頭 

～博多ふ頭 

緑地 3.1 緑地 3.7 
ウォーターフロント地区の再整備

に併せ、親水性・回遊性の向上

により、賑わい空間の創出を図る

ため、交流厚生用地の一部を緑

地に変更する。 
交流厚生用地 14.4 交流厚生用地 13.8 

 

表１－１ 土地利用計画の変更内容 
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（今回計画）                                                 （単位：ha） 

用 途 

地区名 

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

危
険
物
取
扱 

施
設
用
地 

緑
地 

海
面
処
分
用
地 

合 

計 

 中央ふ頭～ 

博多ふ頭 

(19.3) (21.2) (13.8)   (11.7)  (3.7)  (69.7) 

19.3 21.2 13.8   11.7  3.7  69.7 

注１ （ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、 
特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

             注２ 端数整理のため、内数の和は必ずしも合計とはならない。 
注３ 今回の軽易な変更に係る地区についてのみ記載した。 

 
 

（既定計画）                                                 （単位：ha） 

用 途 

地区名 

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

危
険
物
取
扱 

施
設
用
地 

緑
地 

海
面
処
分
用
地 

合 

計 

 中央ふ頭～ 

博多ふ頭 

(19.3) (21.2) (14.4)   (11.7)  (3.1)  (69.7) 

19.3 21.2 14.4   11.7  3.1  69.7 

注１ （ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、 
特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

             注２ 端数整理のため、内数の和は必ずしも合計とはならない。 
注３ 今回の軽易な変更に係る地区についてのみ記載した。 

表１－２ 土地利用計画 
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環境の保全に関する資料 

 

今回の計画変更に伴う新たな負荷はほとんどなく、環境に及ぼす影響は

軽微なものと考えられる。 
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